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令和３年１１月定例教育委員会会議録 
  

１．開催日時     令和３年１１月２９日（月） １３時２８分～１５時００分 

２．開催場所     日野町防災センター 研修室 

３．出席委員     安田 寛次教育長、西村 吉弘教育長職務代理者 

   吉澤 正義委員、神川 貴子委員、本居 節子委員  

４．出席事務局員   教 育 次 長：宇田 達夫 

学校教育課：参事 吉村 俊哲   参事 小椋 慶洋 

 生涯学習課：課長 吉澤 増穂    

 図 書 館：館長 長谷川 毅 

 子ども支援課：課長 柴田 和英 

   

 

安田 教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

日程１ 開会 

それでは、日野町教育委員会定例会を開会したいと思います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程２ 教育長あいさつ 

 

（教育長あいさつ） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程３ 前回議事録の報告 

本日の定例会を議事日程に基づいて進行していきます。 

日程３ 前回議事録の報告については、お手元に配付の議事録の

とおりでございます。委員各位においてご覧いただいて、異なると

ころがありましたら事務局までご連絡をお願いしたいと思います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程４ 経過報告 

続きまして、日程４の経過報告に移りたいと思います。 

  

（経過報告） 

 

ありがとうございました。ただいま経過報告について、ご質問などご

ざいませんでしょうか。 
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本居 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

小椋 参事 

 

 

 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

 

 

 

 

 

質問と言いますか、感想になるかと思うのですけれども、１１月１日

の中学校のオープンスクールですけれども、私も授業を見せていただい

て、また６年生の部活動見学も一緒に見せていただいたのですけれど

も、保護者の方や子どもたちの感想を聞いていますと、入学する前に中

学校の様子が見られたというのは、非常に良い体験・経験だったなとお

っしゃっていたので、ぜひともこれからも、この日だけでなくても、年

間の中でも授業がオープンで見られる時があるといいなとおっしゃっ

ておりましたので、今後も続けていただけたらなと思いました。 

あと、１０月に合同体育祭が雨で中止になりまして、教育長通信にも

写真がありましたが、34ページのオンラインで学級別「８の字跳び大会」

を開催していただいたということで、これも皆さんの感想を聞いていま

すと、子どもたちが、実際には出会えてないのですけれども、ほかの学

校の子どもたちの様子を見て、すごい学級もあったりして、あんなふう

になれたらいいなとか、ほかの学校の様子を見てすごく刺激を受けてい

たと聞いたので、体育祭は中止になったのですけれども、こういう形で

できたこともまた今の時代なのかなと、これからの授業もデジタルとか

になっていったらこういう経験はすごくよかったなと思いました。 

 

ありがとうございます。小椋参事、何かコメントはありますか。 

 

オンラインの大会は、町内の体育主任の先生方に Microsoft Teams（マ

イクロソフトチームズ）というＧＩＧＡスクールの関係で今回、標準で

入っているソフトなのですが、それを活用できないだろうかと相談をい

ただきました。本当は夏の教育フォーラムなどでもそれを使いたかった

のですけれども、そういうチャンスがなくて、今回そういう形で子ども

たちに体験してもらうことができて、よかったと思います。今後も活用

の幅を広げていきたいと思います。 

 

ありがとうございます。オープンスクールについては、何日間か開催

してもらいましたので、一気に集まってくるという形ではなかったので

すけれども、そういう場をまたつくっていきたいと思っています。 

今度たちまち１２月３日には新入生の一日入学というか、入学説明会

がありますけれども、その時にも中学校の教室で授業の体験をするとい

う時間を設けてくれています。その間、保護者の皆さんはＳＮＳの話を

聞き、生徒は教室で授業を受けると、そんなことも計画してくれていま

す。 
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西村 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

吉澤 課長 

 

オンラインについては、34ページに書きましたとおり、こういう手法

を使うといろんなことに応用できるなということで書かせてもらって

います。町内のどこかの学校の教室で授業研究する様子を、町内の各学

校で視聴して、町全体で研究会を開催したりとか、わたむきホールでの

町内音楽会の模様を各学校で視聴したりとか、総合的な学習のアウトプ

ットの試みをほかの学校に配信するとか、幼稚園や公民館とつないで交

流を図ったり、いくらでも構想が広がるなということがありますので、

またみんなで知恵を出していけたらいいなと思います。 

ほか、いかがでしょうか。 

 

３点ほど発言させていただきます。 

１つは１１月１日の近畿市町村教育委員研修会での川島隆太先生の

講演は、脳科学というところから解き起こして、現在直面している教育

上の問題点を明確にしていただいたという意味では、非常に有意義な学

習の機会であったと思います。それが私の感想です。 

２つ目は、ふるさと館で発表していただいた必佐小学校６年生の総合

的な学習の成果です。49名の生徒さんがそれぞれに成果物を展示してい

ただいたということで、必佐ならではというようなスポットの当て方も

ありましたし、また、明治の初めの学校制度の黎明期にスポットを当て

た研究とか、古墳について、あるいは地域と戦争との関わりとかいうふ

うに、一般的に日野商人、戦国の武将あるいは天然記念物という範囲よ

りも広い視野から見ておられるなという感じがしました。落ち着いて見

せていただくよい機会であったと思います。私は１１月１０日にお邪魔

させていただきました。 

それから３つ目は、これは別途ご報告いただけるのかもわかりません

が、国の文化審議会で大窪の下鍛冶町の旧山口邸を登録文化財とするよ

う答申が出たということで、日野に住む者として大変ありがたいことと

思っております。特に建造物・建築物の文化財への登録については所有

しておられる方の熱意というものが非常に大切だなと思いました。古民

家に文化的価値を見出していただいて、所有者が登録のご意思を示され

たということは非常にありがたく頭の下がる思いがいたします。 

 

 ありがとうございます。 

 

西村委員さんから２点ほど、生涯学習課関連の部分でご発言をいただ

きました。 
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安田 教育長 

 

神川 委員 

 

 

 

 

まず、ふるさと学習の展示につきましては、町内いろいろな場面で展

示というのはできますが、ふるさと館がその会場として学校から選んで

いただいたということは、大変ありがたいと思っております。おっしゃ

っていただきましたように、必佐ならではという部分では、必佐におら

れた科学者の橋本忠太郎さんの研究をされた研究結果の成果なども子

どもさんの方でまとめていただきましたので、今後も各学校、折を見て

使っていただけたらありがたいと思います。 

保護者の方からの感想などを聞かせていただきますと、ふるさと館に

来られたのが初めてだとおっしゃる保護者の方々もいらっしゃるよう

で、このように使っていただくことで日野町内の施設も見ていただけ

て、ありがたいことだと感じております。ありがとうございます。 

それからもう１点、山口邸の件につきましては、今お手元にほかチラ

シとあわせて両面刷りの資料を置かせていただいておりますので、ご覧

いただければと思います。去る１１月１９日に開催されました国の文化

審議会におきまして、滋賀県内３か所、長浜市の岩根醤油醸造店と近江

八幡市の旧西勝酒造と、あわせて３件目として日野町の旧山口嘉七家住

宅の建造物が３棟、有形文化財として登録されたところでございます。 

この建物につきましては、主屋が文政３年（1820年）の建築というこ

とで、その後、建て増しもされていますが、文政年間の建物、そして蔵

につきましても北蔵が文政５年ということで、かなり年月の経った貴重

な文化財ということで、今回登録をされたものです。 

特徴的な点としまして、日野商人の主の館というのは結構ございます

けれども、番頭さんの住宅としてこのように残っているものが貴重とい

うことも言われておりますので、こういった貴重な文化財がまた１つ日

野町でも生まれたというところです。 

なお、国の登録文化財につきましては、今回の山口邸と鎌掛の岡邸、

商人館の山中邸および旧正野薬店の４件が日野町における国登録有形

文化財ということとなりました。よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございます。ほかに。 

 

１１月１日の研修会、インターネットやゲームが子どもたちに与える

影響について、すごく考えなければいけないことがいっぱいで、これか

らまたスマホ等を持つようになった時にもちゃんと教えていけるよう

に、自分自身も勉強しないといけないと思いました。 

１１月１８日から２０日までの通学合宿も、子どもたちはすごくいい
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安田 教育長 

 

吉澤 課長 

 

 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

経験をさせていただいて、ありがとうございます。桜谷小学校は、小学

校は１つなんですけど、公民館は西と東に分かれていて、子どもたちは

西と東合同で一緒にやりたかったという声がすごく大きくて、今後もど

んどん子どもが減っていく中で、西には３人しかいないとか、そういう

年もあるので、今後合同でやっていただけたら参加する子どもも増える

し、いいのではないかと思います。 

昨日、「泣いた赤鬼」を鑑賞させていただいたのですけれども、上手

な劇団の方と一緒にさせていただくことで、子どもたちにはすごくいい

経験になって、ここ最近、ああいった大きなホールで発表する機会がそ

れほどないので、すごく子どもたちもよい思い出になったと思います。

以上でございます。 

 

ありがとうございます。通学合宿、何かコメントありますか。 

 

私も両地区とも、夜の部分だけでしたけれども、寄せていただきまし

た。子どもたちは寒い中ではありましたが、元気に、10人以内の地区が

２地区でしていただいていましたので、地域の見守りの中でこういう体

験ができるのはいいことだと感じております。 

合同でという部分につきましては、また公民館との話し合いの中でお

伝えをさせていただきたいと思います。 

 

私も合宿に行っていまして、西の公民館で少し話していたのですが、

５年生の時には西桜の公民館で通学合宿して、６年生の時のは東の公民

館でするとか、そういうふうな開催の仕方もできないことはないかなと

思ったりもしましたけれども、両公民館が合同で総括の会議をされると

か、そういう場があるのかないのかわかりませんけれども、また主事さ

ん同士で相談されるとかいろいろと、コミュニティスクールに向けた動

きも始まりますので、そういったこともまた話題にしてもらいながら協

議してもらったらどうかなという感想を持ちました。 

よろしいですか。 

 

（なし） 

 

ありがとうございました。それではほかにご意見、ご質問等ないよう

でございますので、日程５の議事に入っていきたいと思います。 
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安田 教育長 

 

 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

 

 

小椋 参事 

 

 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

 

 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程５ 議第３７号 令和３年度日野町学校・子ども支援連絡協議会

委員の委嘱について 

「議第３７号 令和３年度日野町学校・子ども支援連絡協議会委員の

委嘱について」を議題とします。事務局から提案説明をお願いしたいと

思います。 

 

（提案説明） 

 

 

 以上の提案でございます。ただいまの提案説明に対しまして、ご質問

などございませんでしょうか。 

 もう少し内容的に、具体的にどういうような内容を審議するとか、説

明をお願いします。 

 

日野町における子どもの健やかな成長や学力の向上を目指して、学校

で子どもが抱えている課題に対応するために、いじめの問題、不登校の

問題等の状況を事務局から説明させていただき、ご意見をいただいたり

する会を持ちたいと思います。 

 昨年度はコロナの関係で会を持つチャンスがなくてできなかったの

ですが、今年は実施したいと思っております。 

 

 そういうふうな内容の会でございます。よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、ご質問、ご意見等ないようですので、承認するとい

うことでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

ありがとうございます。それでは、「議第３７号、令和３年度日野町

学校・子ども支援連絡協議会委員の委嘱について」を承認することとし

ます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程５ 議第３８号 日野町特定教育・保育施設および特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について 
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安田 教育長 

 

 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

西村 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

柴田 課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西村 委員 

 

 

 

 

 

 

続きまして「議第３８号 日野町特定教育・保育施設および特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の

制定について」を議題といたします。事務局から説明をお願いいたしま

す。 

 

（提案説明） 

 

 ありがとうございました。今の提案説明に対しまして、ご質問など皆

さんからございませんでしょうか。 

 

あらかじめこの議案をいただきまして、ざっと読ませていただいて、

この条例の改正のポイントは雑則にあるなということを思いまして、よ

く読んでみると、やはり電磁的記録による云々ということですから、今

日のＩＣＴ化の中での改正だなということはわかったのです。しかし、

この条例に謳われているそもそもの、「特定教育・保育施設」というも

のの概念はどういうものなのか。よくわかりませんので、「特定教育・

保育施設および特定地域型保育事業」というものについて、簡単で結構

ですので、教えてください。 

 

保育施設は様々な形態がございまして、日野町で言いますと公立の保

育園と私立の保育園がございますし、そのほかに地域型保育園は日野町

にはないのですけれども、現在いろいろな待機児童等、国の流れがあり

まして、小規模で家庭的な、きめ細やかな保育をすることについて、家

庭的保育事業というのも新たに追加されたこともございますので、そう

いったそれぞれの形態に応じて市町村がその認定をしたりしておりま

して、そういうような部分での、すべてをひっくるめた保育施設という

ことで、今の特定教育・保育施設および特定地域型保育事業というよう

なことの運営になっております。 

 

法律用語の中で「特定何々」というのはいっぱいあるのですね。 

「特定」と付くのは、いろんな場面で出てまいります。例えば特定商

取引法とか、いろいろ出てくる。そういった何が特定かということがわ

からないと中身が理解できません。今回ご提案の条例では、特定という

ことの定義づけがどのところに書いてあるのか、素人にはなかなかわか

りにくくて、大変苦労する部分でございまして、申し訳ございません、

課長さんのお手を煩わせてしまいました。 
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柴田 課長 

 

 

西村 委員 

 

 

柴田 課長 

 

 

 

 

西村 委員 

 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

要は、今おっしゃったように、例えば日野町だったら保育園があると、

公立で運営しているのはどことどこだと、それがこれに該当すると、こ

ういう考え方だというふうに今の説明だったら聞えるのですけれども、

それでいいのですか。 

 

おっしゃるとおり、保育施設は、その運営についてはこれに該当する

と。 

 

該当するので、これに則って運営されているということの理解でよろ

しいのですか。 

 

「特定」という部分についてのご質問に的確に答えられてないと思い

ます。そこを十分に答えられるような説明が今できないので、その部分

についてはまた持ち帰った中で、少し自分なりに整理したうえで、また

次回の機会にでもご説明できたらなと思います。 

 

私自身不勉強で、参照していくとどこへ行きつくのかわからないので

す。最初、日野町の例規集から入って、次に法律がありますね。法律を

見てもわからないし、どこにその定義が出てくるのか、段々遡って行っ

ても結局、本日の会議までにはわかりませんでしたので、申し訳ござい

ません。お手数をおかけします。 

 

よろしいですか。ほかの委員の皆さん、いかがですか。 

    

（なし） 

 

「特定」というところの内容についてはまだ課題が残るところもあり

ましたけれども、運営に関する基準を定める条例の一部を改正するとい

う内容については、こういう形でよろしいですか。 

 ほかにご質問、ご意見等もないようでございますので、承認するとい

うことでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

ありがとうございます。 
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安田 教育長 

 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程５ 議第３９号 日野町家庭的保育事業等の設備および運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条

例の制定について 

それでは、続きまして「議第３９号 日野町家庭的保育事業等の設備

および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」を議題としたいと思います。事務局から説明をお願いします。 

 

（提案説明） 

 

 ありがとうございました。今提案説明があったわけですけれども、ご

質問などございませんでしょうか。 

 

（なし） 

 

 よろしいでしょうか。ご意見等ないようでございますので、承認する

ということでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

ありがとうございます。それでは、「議第３９号 日野町家庭的保育

事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例の制定について」を承認することとします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程５ 議第４０号 令和３年度日野町一般会計補正予算（第７号）

（教育費）について 

それでは、続きまして「議第４０号 令和３年度日野町一般会計補正

予算（第７号）（教育費）について」を議題とします。事務局から提案

説明をお願いします。 

 

（提案説明） 

 

ありがとうございました。いろいろと説明をいただきましたが、わか

りにくい点もあるかと思いますのでしばらく時間を取りたいと思いま

すが、ご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 
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西村 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇田 次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西村 委員 

 

安田 教育長 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

人件費以外につきましては丁寧にご説明をいただきまして、わかりま

した。どうもありがとうございます。 

特に個々には説明のなかった人件費についてお尋ねしたいのですけ

れども、人事異動前に予算を計上して、その後、４月の異動等があって

結果として減額の補正という形になってございます。当初より減額の原

因が、異動ということではございますけれども、例えば会計年度任用職

員さんで補充すべき人員の計画があったとして、そういった職員さんの

確保は十分にできたうえで、結果的にこうした減額になったのか。ある

いはどこかの部分で、なかなか募集しても来てもらえないという結果で

減額になったとか、そのあたりのところを教えていただければありがた

いと思います。 

 

正職員は人事異動でということですが、会計年度任用職員につきまし

ては、減額が多いのですけれども、当初の予算では、例えばフルタイム

で来てもらえることを想定して人数分の予算計上をするのですけれど

も、幼稚園や保育園現場ですと、応募していただくのが３時間や４時間

という短時間の方が多いので、そういう方をつなぎ合わせて何とか想定

している人数を確保しているという面がございますので、どうしても手

当分などが現場に合わせてくると減額されてきてということが起こっ

ているのが現状でございます。ですから、少し現場としては厳しい状況

が出ているのかなという感じでございます。 

 

ありがとうございました。 

 

ほか、皆さんいかがですか。よろしいですか。 

 

（なし） 

 

ほかにご質問、ご意見等ないようでございますので、承認するという

ことでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

ありがとうございます。それでは、「議第４０号 令和３年度日野町

一般会計補正予算（第７号）（教育費）について」を承認するというこ
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安田 教育長 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

とにします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程５ 報第２号 専決処分の報告について（工事請負契約の変更に

ついて） 

続きまして「報第２号 専決処分の報告について（工事請負契約の変

更について）」を議題とします。事務局から説明をお願いします。 

 

（提案説明） 

 

ありがとうございます。ただいまの説明に対しまして、ご質問などご

ざいませんか。 

 

（なし） 

 

報第２号ということで、専決処分ということでございます。 

 ご意見等ないようでございますので、進めさせていただきます。あり

がとうございます。 

本日予定しておりました議事については以上でございます。以上で議

事については一旦終了という形にさせていただきたいと思います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程６ 今後の予定 

それでは、続きまして日程６ 今後の予定についてに進みたいと思い

ます。学校教育課から順次説明をお願いします。 

 

（説明） 

 

ありがとうございます。ずっと説明をさせていただきましたが、特に

ご質問等ございませんでしょうか。 

 

（なし） 

 

よろしいですか。また来月も行事が目白押しでございます。頑張って

いきたいと思います。 
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安田 教育長 

 

 

 

 

 

 

安田 教育長 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程７ その他 

次に進んでいきます。日程７ その他について、最後に、各課から連

絡事項等ありましたらお願いします。 

 

（説明） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程８ 閉会 

それでは、これをもちまして１１月教育委員会定例会を終了させ

ていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

（閉会） 

 

 

 

 

 


